
  

 第６章 推進体制 

 

６.１ 施策の実施工程 

前章にて記述しました各施策の実施工程を下記に示します。 

 

図表 6.1.1 香取市水道事業の施策体系と実施工程 

実施工程（平成） 
基 

本 

理 

念 

基本目標 基本施策 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

◆快適な水道           

水源の水質保全           

水質管理体制の強化           
安全で快適な 

水質の確保 

おいしい水の供給           

高度浄水処理導入計画の推進           

水道施設の計画的な整備と更新           

送・配水施設の再編           

安定した 

水道システム 

への再構築 

水道事業統合の推進           

◆頼れる水道           

地震対策の強化           災害に強い 

水道の構築 危機管理の強化           

利用者サービスの向上           

利用者の管理責任の負担軽減           

信頼される 

水道ｻｰﾋﾞｽ 

の提供 
管路情報ｼｽﾃﾑの充実           

◆環境に配慮した水道           

環境負荷の低減           環境にやさし

い水道の構築 環境に配慮した事業の推進           

◆健全な水道           

経営基盤の強化           

事業・業務の効率化           

持続可能な 

健全経営 

の推進 
人材の育成と技術の継承           

情報公開・広報活動の推進           

安 

全 

な 

水 

を 

安 

定 

し 

て 

供 

給 

す 

る 

水 

道 

の 

整 

備 

市民参画によ

る事業運営 市民参画による水道事業活動の

推進 
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６.２ ビジョン推進とフォローアップ 

香取市水道ビジョンでは、「安全な水を安定して供給する水道の整備」を将来像に、今後

の水道事業の目標とこの実現のための４つの基本施策を示し、事業を進めるに当たっての方

向性を明らかにしています。 

 今後、本ビジョンを確実かつ円滑に実施していくために、下記の点に留意し事業運営を行

っていきます。 

 

                        
 本ビジョンは、平成 20 年度から平成 29 年度までを計画期間としていますが、基本計画

の進捗状況を定期的に確認することが必要です。 

 さらに、進捗状況と併せて、事業の実施効果を把握しておくことが重要であり、施策の実

施結果を振り返り、評価しながら、適宜、改善していくことが求められます。 

 本市においては、今後、ホームページ上で事業計画や事業実施効果等を公表するとともに、

下図に示す PDCA サイクルに基づいた的確な事業実施を図っていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇事業実施効果の把握と情報公開 

①計画 

（Ｐlan）

②実施 

（Ｄｏ） 
④改善 

（Ａction） 

③検証 

（Ｃheck）

市  民 

（公表） 

香取市の将来像「安全な水を安定して供給する水道の整備」 

ＰＤＣＡ 
サイクル 

52


	第６章　推進体制
	６．１　施策の実施工程
	６．２　ビジョン推進とフォローアップ




